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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾斜を有し進行方向へ向けて遊技媒体が進行する誘導通路と、
　前記誘導通路の下流側であって、前記誘導通路の延長線上からずれた位置に設けられた
第１の開口部と、
　前記第１の開口部の下流側に設けられた第２の開口部と、
　前記第１の開口部を開閉可能な可動式の開閉蓋部と、
　前記誘導通路と前記第１の開口部との間に設けられ、前記遊技媒体の方向を変化させる
方向変換部とを有し、
　前記方向変換部は、前記第１の開口部へ進入可能な遊技媒体の通路として１つのみ設定
された前記誘導通路を進行する遊技媒体のみが通過する位置に設けられ、
　前記方向変換部には、遊技媒体が上方側へ進行可能に、前記誘導通路における遊技媒体
の進行方向において上向きに傾斜した曲面が設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技機は、パチンコ遊技機であることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機に代表される遊技機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、特定の条件が満足された大入賞モードになると、通常時とは異なる開閉動作など
を行うことにより、通常モードでは閉じられている大入賞用装置の誘導通路へと遊技球を
誘導する遊技機が広く使用されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１９３６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかる構成の遊技機では、大入賞用装置の誘導通路へ遊技球が誘導可能な遊技モード（
大入賞モード）において、遊技球ができるだけスムーズに大入賞用装置の誘導通路へと誘
導されることが望ましい。また、大入賞用装置以外の入賞装置においても、その入賞装置
の誘導通路へスムーズに遊技球が誘導されることが望ましい。
【０００５】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的は、遊技球をスム
ーズに誘導通路へ誘導できる遊技機を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するため、請求項１記載の発明は、
　傾斜を有し進行方向へ向けて遊技媒体が進行する誘導通路と、
　前記誘導通路の下流側であって、前記誘導通路の延長線上からずれた位置に設けられた
第１の開口部と、
　前記第１の開口部の下流側に設けられた第２の開口部と、
　前記第１の開口部を開閉可能な可動式の開閉蓋部と、
　前記誘導通路と前記第１の開口部との間に設けられ、前記遊技媒体の方向を変化させる
方向変換部とを有し、
　前記方向変換部は、前記第１の開口部へ進入可能な遊技媒体の通路として１つのみ設定
された前記誘導通路を進行する遊技媒体のみが通過する位置に設けられ、
　前記方向変換部には、遊技媒体が上方側へ進行可能に、前記誘導通路における遊技媒体
の進行方向において上向きに傾斜した曲面が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、遊技球をスムーズに誘導通路へ誘導できる遊技機及び入賞装置を実現できる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】遊技機の一例を表す斜視図である。
【図２】遊技機の一例を開放状態で表す斜視図である。
【図３】遊技機の一例を他の開放状態で表す斜視図である。
【図４】遊技機の一例を更に他の開放状態で表す斜視図である。
【図５】遊技機の一例を表す正面図である。
【図６】遊技盤の一例を表す斜視図である。
【図７】遊技盤の一例を表す正面図である。
【図８】遊技機の一例を表す背面図である。
【図９】遊技機の電気的な構成の一例を表すブロック図である。
【図１０】大入賞装置の一例を示す斜視図である。
【図１１】大入賞装置の一例を示す部分解斜視図である。
【図１２】大入賞装置の一例を示す右側面から見た部分解斜視図である。
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【図１３】通常モードにおける遊技球経路の説明に供する略線図である。
【図１４】第１の大入賞モードにおける遊技球経路の説明に供する略線図である。
【図１５】第２の大入賞モードにおける遊技球経路の説明に供する略線図である。
【図１６】第２の大入賞モードのサブモードＡにおける遊技球経路の説明に供する略線図
である。
【図１７】第２の大入賞モードのサブモードＢにおける遊技球経路の説明に供する略線図
である。
【図１８】誘導通路前面部材の斜視図を示す略線図である。
【図１９】誘導通路後面板の構成を示す略線図である。
【図２０】開口部の構成を示す略線図である。
【図２１】第２誘導通路の構成（１）を示す略線図である。
【図２２】第２誘導通路の構成（２）を示す略線図である。
【図２３】分岐誘導通路への誘導の説明に供する略線図である。
【図２４】分岐誘導通路の構成を示す略線図である。
【図２５】方向変換部の構成の説明に供する略線図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。ここでは、遊技機として弾
球遊技機の一具体例を挙げて説明するが、本発明の主旨から逸脱しない限り適宜に設計が
変更されてもよい。
【００１０】
　本実施形態の遊技機１００について説明する。図１～図４は遊技機１００の一例を表す
斜視図であり、図１には遊技機１００の閉鎖状態が示され、図２には外枠１０１に対して
前ブロック１０２及び中間ブロック１０３が一体的に開放されている状態が示され、図３
には中間ブロック１０３に対して前ブロック１０２が開放されている状態が示され、図４
には中間ブロック１０３に対して後ブロック１０４が開放されている状態が示されている
。なお、図２～図４において各種の配線は省略されており、また、図３において遊技盤４
００の詳細な構成は省略されている。
【００１１】
　遊技機１００は、図１～図４に示されたように、外枠１０１と、前ブロック１０２と、
中間ブロック１０３と、後ブロック１０４と、外枠１０１に対して中間ブロック１０３を
開閉自在及び着脱自在に支持する中間ブロック支持機構と、中間ブロック１０３に対して
前ブロック１０２を開閉自在及び着脱自在に支持する前ブロック支持機構と、中間ブロッ
ク１０３に対して後ブロック１０４を開閉自在及び着脱自在に支持する後ブロック支持機
構とを備えている。
【００１２】
　外枠１０１は、図２に示されたように、天板１１１、底板１１２、左側板１１３及び右
側板１１４が組み付けられた略四辺形状の枠体であり、遊技機１００を設置する遊技ホー
ルに設けられた遊技機設置設備（通称、「島設備」：図示せず）に嵌め込まれると共に固
定具（図示せず）によって強固に固定される。外枠１０１は、更に、外枠１０１に対する
中間ブロック１０３の閉鎖状態において中間ブロック１０３が載置される台座板１１５を
備えている。天板１１１及び底板１１２は木材であり、左側板１１３及び右側板１１４は
木材よりも剛性の高い金属材であり、台座板１１５は樹脂材である。
【００１３】
　中間ブロック支持機構は、図１に示されたように、外枠１０１に設けられた上側軸受け
構造体１２１及び下側軸構造体１２２と、中間ブロック１０３に設けられた上側軸構造体
１２６及び下側軸受け構造体１２７とを備えており、上側軸構造体１２６及び下側軸構造
体１２２が、それぞれ、上側軸受け構造体１２１及び下側軸受け構造体１２７に装着され
ることによって、中間ブロック１０３が外枠１０１に対して支持される。
【００１４】
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　前ブロック支持機構は、図１又は図３に示されたように、中間ブロック１０３に設けら
れた上側軸構造体１３１（図３のみ）及び下側軸構造体１３２（図１のみ）と、前ブロッ
ク１０２に設けられた上側軸受け構造体１３３（図３のみ）及び下側軸受け構造体１３４
（図１のみ）とを備えており、上側軸受け構造体１３３及び下側軸受け構造体１３４が、
それぞれ、上側軸構造体１３１及び下側軸構造体１３２に装着されることによって、前ブ
ロック１０２が中間ブロック１０３に対して支持される。同様に、後ブロック支持機構は
、図４に示されたように、中間ブロック１０３に設けられた上側軸受け構造体１３６及び
下側軸受け構造体１３７（図７参照）と、前ブロック１０２に設けられた上側軸構造体１
３８及び下側軸構造体１３９（図７参照）とを備えており、上側軸構造体１３８及び下側
軸構造体１３９が、それぞれ、上側軸受け構造体１３６及び下側軸受け構造体１３７に装
着されることによって、後ブロック１０４が中間ブロック１０３に対して支持される。
【００１５】
　また、遊技機１００は、外枠１０１に対する中間ブロック１０３の開閉を規制する中間
ブロック施錠機構と、中間ブロック１０３に対する前ブロック１０２の開閉を規制する前
ブロック施錠機構と、中間ブロック施錠機構及び前ブロック施錠機構の開錠や閉錠を行う
ために操作される錠開閉操作機構とを備えている。図３に示されたように、中間ブロック
１０３に設けられ、前ブロック１０２の開口１０２Ａを通して遊技機１００の前面側に露
出している錠開閉操作機構のキーシリンダ１４１（図１も参照）に対する所定の操作キー
（図示せず）による右回転操作に応じて、中間ブロック１０３に設けられた中間ブロック
施錠機構の可動爪１４３が作動し、外枠１０１に設けられた中間ブロック施錠機構の固定
爪１４２と中間ブロック１０３に設けられた中間ブロック施錠機構の可動爪１４３との係
合が解除されて、中間ブロック１０３は外枠１０１に対して開閉許容状態となる。一方、
キーシリンダ１４１に対する所定の操作キーによる左回転操作に応じて、中間ブロック１
０３に設けられた前ブロック施錠機構の可動爪１４４と前ブロック１０２に設けられた前
ブロック施錠機構の固定爪１４５との係合が解除されて、前ブロック１０２は中間ブロッ
ク１０３に対して開閉許容状態となる。
【００１６】
　また、遊技機１００は、中間ブロック１０３に対する後ブロック１０４の開閉を規制す
る後ブロック開閉規制機構を備えている。後ブロック開閉規制機構は、図２及び図４に示
されたように、３つの開閉規制部１５０Ａ～１５０Ｃで構成され、それらの各々において
、中間ブロック１０３に設けられ、後ブロック１０４に形成された開口１０４Ａを通して
遊技機１００の背面側に突出している回動片１５１に対する回転操作に応じて、回動片１
５１が開口１０４Ａを通過できない開閉禁止位置から回動片１５１が開口１０４Ａを通過
できる開閉許容位置へ移動すると、中間ブロック１０３と回動片１５１とによる後ブロッ
ク１０４に形成された被挟持片１５２Ａ～１５２Ｃの挟持が解除されて、後ブロック１０
４は中間ブロック１０３に対して開閉許容状態となる。
【００１７】
　また、遊技機１００は、中間ブロック１０３から前ブロック１０２への遊技球の移動を
規制する遊技球移動規制機構を備えている。遊技球移動規制機構は、図３に示されたよう
に、中間ブロック１０３に設けられ、前ブロック１０２側へ付勢された流下規制片１６１
と、前ブロック１０２に設けられた規制変更突起１６２とを備えており、中間ブロック１
０３から前ブロック１０２への遊技球の移動は、中間ブロック１０３に対する前ブロック
１０２の閉鎖状態において流下規制片１６１が規制変更突起１６２により中間ブロック１
０３側へ押圧された移動許容位置に位置することによって許容され、一方、中間ブロック
１０３に対する前ブロック１０２の開放状態において流下規制片１６１が規制変更突起１
６２による押圧が解除されて前ブロック１０２側へ突出する移動禁止位置に位置すること
によって禁止される。
【００１８】
　また、遊技機１００は、前ブロック１０２における後述の中央パネル２２０と中間ブロ
ック１０３における後述の遊技盤４００との間隔の一定性を厳密化する間隔規制機構を備
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えている。間隔規制機構は、図３に示されたように、中央パネル２２０に設けられ、前ブ
ロック１０２の背面側において中間ブロック１０３と前ブロック１０２との開閉軸側に突
出する突出片１７１と、中間ブロック１０３に設けられ、中間ブロック１０３の正面側に
おいてその開閉軸側と反対側に突出する突出片１７２とを備えており、中間ブロック１０
３に対する前ブロック１０２の閉鎖方向への移動に伴って突出片１７１が突出片１７２の
後方側に入り込み、最終的に中間ブロック１０３に対する前ブロック１０２の閉鎖状態に
おいて突出片１７１の前面と突出片１７２の後面とが押圧状態で当接する。
【００１９】
　また、遊技機１００は、図２に示されたように、外枠１０１に対して中間ブロック１０
３が開放されているか閉鎖されているか否かを検出する開閉検出スイッチ１０８と、図３
に示されたように、中間ブロック１０３に対して前ブロック１０２が閉鎖されているか否
かを検出する開閉検出スイッチ１０９とを備えている。
【００２０】
　前ブロック１０２は、図１及び図３に示されたように、開口２０１Ａ（図３のみ）を有
する基枠２０１と、基枠２０１の前面側に設けられ、開口２０１Ａの一部に連通する開口
２１０Ａ（図１のみ）を有する前面パネル２１０と、開口２０１Ａを塞ぐように基枠２０
１の背面側に設けられた中央パネル２２０と、遊技球を貯留する主貯留機構２３０（図１
のみ）と、遊技球を貯留する補助貯留機構２４０（図１のみ）と、主貯留機構２３０に貯
留されている遊技球を順次に遊技盤４００（図３のみ）に発射するために遊技者によって
操作される発射操作装置２５０（図１のみ）とを備えている。
【００２１】
　前面パネル２１０は、図１に示されたように、開口２１０Ａの周縁の開口周縁部２１１
と、開口周縁部２１１の下方において前方に突出し、主貯留機構２３０が配置される上側
突出部２１７と、上側突出部２１７の下方において前方に突出し、補助貯留機構２４０が
配置される下側突出部２１８と、下側突出部２１８の右方において概ね平坦であり、発射
操作装置２５０が配置される平坦部２１９とを含んでいる。
【００２２】
　中央パネル２２０は、図１又は図３に示されたように、基枠２０１の後方側から取着さ
れるパネル枠２２１（図３のみ）と、パネル枠２２１に嵌め込まれた光透過性の前方板２
２２（図１のみ）と、パネル枠２２１に前方板２２２と所定の間隙を隔てて略平行に嵌め
込まれた光透過性の後方板２２３（図３のみ）とを備えている。なお、上述の間隔規制機
構の突出片１７１は、パネル枠２２１と一体形成されている。
【００２３】
　主貯留機構２３０は、図１に示されたように、遊技球の流入口２３１Ａ、流出口（図示
せず）及び流出口より上流側に形成される放出口（図示せず）を有する貯留桶２３１と、
放出口の開閉により貯留桶２３１から放出される遊技球の放出先を流出口と放出口との間
で切り換える球抜き機構と、その球抜き機構を作動させる球抜き操作部材２３２とを備え
ている。遊技進行に応じて獲得した遊技球や後述する貸出操作装置２９２に対する貸出操
作に応じて貸し出された遊技球は主に流入口２３１Ａを通して貯留桶２３１に流入し、貯
留桶２３１に流入した遊技球は一列に整列させられながら流出口及び放出口の形成されて
いる方向（図５中の右方）へ順次に案内される。球抜き操作部材２３２に対する球抜き操
作（押下操作）が行われていない場合には遊技球は流出口を通して中間ブロック１０３に
おける後述する発射装置３３０（図３参照）に誘導される。一方、球抜き操作部材２３２
に対する球抜き操作が行われている場合には、遊技球は放出口を通して補助貯留機構２４
０（図１参照）に誘導される。
【００２４】
　補助貯留機構２４０は、図１又は図５に示されたように、遊技球の流入口２４１Ａ（図
５のみ）及び放出口２４１Ｂを有する貯留桶２４１と、放出口２４１Ｂを開閉させる球抜
き機構２４３と、その球抜き機構２４３を作動させる球抜き操作部材２４２とを備えてい
る。遊技進行に応じて獲得した遊技球等は主に主貯留機構２３０に流入するが貯留桶２３
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１が満杯であれば流入口２４１Ａを通して貯留桶２４１に流入し、また、球抜き操作部材
２３２に対する球抜き操作に応じて貯留桶２３１から誘導された遊技球は流入口２４１Ｃ
を通して貯留桶２４１に流入する。貯留桶２４１の底面は放出口２４１Ｂに向けてすり鉢
上に傾斜しており、球抜き操作部材２４２に対する球抜き操作（右スライド操作）に応じ
た放出口２４１Ｂの開放によって、貯留桶２４１に貯留されている全ての遊技球を順次に
遊技機１００の外部に放出できる。なお、球抜き操作部材２４２に対する球抜き操作によ
って放出口２４１Ｂが完全に開放された場合には、球抜き操作部材２４２に対する復帰操
作（押圧操作又は微少な左スライド操作）がなされるまで、その状態に維持される。流入
口２４１Ａの奥方には貯留桶２４１に過剰に遊技球が貯留されているか否かを検出する球
溢れスイッチ２４９（図９参照）が設けられている。
【００２５】
　発射操作装置２５０は、図１及び図５に示されたように、前面パネル２１０の平坦部２
１９から前方に突出する台座２５１と、台座２５１の周囲に設けられた回動自在な発射ハ
ンドル２５２と、発射ハンドル２５２の回転操作量を検出する可変抵抗器２５３（図９参
照）と、発射ハンドル２５２に遊技者が接触していることを検出する接触センサ２５４（
図９参照）と、遊技者によって操作され、発射ハンドル２５２の回転操作に伴う遊技球の
射出を無効化する発射停止スイッチ２５５（図５のみ）とを含んでいる。遊技者による発
射ハンドル２５２の回転操作に応じて、その回転操作量に対応する強度で発射装置３３０
（図３参照）から遊技球が射出される。なお、接触センサ２５４によって発射ハンドル２
５２と遊技者との接触が検出されていない場合や、発射停止スイッチ２５５の操作によっ
て発射操作が無効化されている場合には、発射ハンドル２５２が回転操作されていても発
射装置３３０から遊技球は射出されない。
【００２６】
　前ブロック１０２は、基枠２０１に設けられ、前面パネル２１０の開口周縁部２１１の
奥方に配置された発光装置群を備えており、発光装置群は、図５に示されたように、開口
周縁部２１１における上方中央部２１１Ａ、上方中央部２１１Ａの左方の上方左角部２１
１Ｂ、上方中央部２１１Ａの右方の上方右角部２１１Ｃ、上方左角部２１１Ｂの下方の左
中間部２１１Ｄ及び上方右角部２１１Ｃの下方の右中間部２１１Ｅのそれぞれに対応して
配置された上中央枠発光装置２７１、左上枠発光装置２７２、右上枠発光装置２７３、左
中間枠発光装置２７４及び右中間枠発光装置２７５（図９参照）で構成されている。
【００２７】
　また、前ブロック１０２は、基枠２０１に設けられ、前面パネル２１０の開口周縁部２
１１の奥方に配置された音響装置２８０を備えており、音響装置２８０は、開口周縁部２
１１に形成された左上音響出力口２１１Ｆ及び右上音響出力口２１１Ｇのそれぞれの奥方
に配置された左上音響出力部２８１及び右上音響出力部２８２を備えている。
【００２８】
　また、前ブロック１０２は、図１に示されたように、上側突出部２１７に設けられた遊
技球貸出装置２９０を備えており、遊技球貸出装置２９０は、遊技機１００の側方に配置
され遊技機１００の構成要素でないカードユニット（図示せず）に投入された紙幣やカー
ド等の残額に応じた数値を表示する度数表示装置（図示せず）と、遊技球の貸し出しを受
ける際に遊技者によって操作される貸出操作装置２９２と、カードユニットに投入された
紙幣やカード等を返却させる際に遊技者によって操作される返却操作装置２９３とを含ん
でいる。カードユニットに紙幣やカード等の投入によってそれらの金額に対応する数値が
度数表示装置に表示されている有効状態において貸出操作装置２９２に対して貸出操作が
行われると、貸出操作に応じて所定の個数の遊技球が後ブロック１０４の払出装置５４０
から貸し出され、遊技球の貸し出しに伴って度数表示装置の表示が更新される。一方、有
効状態において返却操作装置２９３に対して返却操作が行われると、返却操作に応じて残
額に対応する紙幣の等価物や残額を記録したカードがカードユニットから返却される。
【００２９】
　中間ブロック１０３は、図３又は図４に示されたように、開口（図示せず）を有する基
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枠３０１と、基枠３０１の前面側に取着されて開口を覆う遊技盤４００（図３のみ）と、
基枠３０１に対して遊技盤４００を回動自在及び着脱自在に支持する遊技盤支持機構と、
基枠３０１に対して遊技盤４００の位置を固定する遊技盤固定機構と、遊技盤４００に遊
技球を射出する発射装置３３０（図３のみ）と、遊技盤４００の背面側に設けられた取り
付け台３６０（図４のみ）と、取り付け台３６０に装着された遊技進行を統括的に制御す
る主制御装置３７０（図４のみ）と、主制御装置３７０からの命令に基づいて遊技演出や
状態報知を制御する副制御装置３９０（図４のみ）とを備えている。
【００３０】
　基枠３０１には、払出装置５４０（図７参照）から放出された遊技球を前ブロック１０
２に誘導する誘導通路３０１Ａや前ブロック１０２の基枠２０１に設けられた枠発光装置
２７１～２７５や音響装置２８０と主制御装置３７０や副制御装置３９０とを電気的に接
続するための配線（図示せず）や信号中継装置（図示せず）が挿通される遊技盤４００の
切り欠きに基づく開孔３０１Ｂが形成されている。
【００３１】
　遊技盤４００は、図６に示されたように、排出口４０１Ａ等の各種の貫通孔を有する平
板状の基体４０１と、基体４０１の左下から右上に亘り滑らかに湾曲し、後述する発射装
置３３０から発射された遊技球を誘導する外レール４０２と、基体４０１の右下から左上
に亘り滑らかに湾曲する内レール４０３と、内レール４０３の左上側の先端に取着され、
外レール４０２及び内レール４０３が平行に対向する部分で形成される発射通路４０１Ｂ
から放出された遊技球が発射通路４０１Ｂに戻ることを防止する戻り球防止機構４０４と
、外レール４０２の右上側の先端に取着され、遊技盤４００の中央を越えて左側に移動す
るような遊技球の大幅な反跳を防止する反跳防止部材４０５と、発射通路４０１Ｂを構成
する部分の外レール４０２の外縁を保護する保護部材４０６とを備えている。図３に示さ
れたように、発射装置３３０から発射通路４０１Ｂへ遊技球を誘導する誘導部材３３５と
外レール４０２との間には間隙があり、発射装置３３０から発射されたが戻り球防止機構
４０４を超えるに至らず発射通路４０１Ｂを逆戻りする遊技球は、基枠２０１に形成され
、この間隙の下方に配置される戻り球通路２０１Ｂを介して流入口２４１Ｃ（図５参照）
から補助貯留機構２４０（図５参照）に返却される。なお、概ね外レール４０２及び内レ
ール４０３とで区画され、戻り球防止機構４０４を超えた遊技球が移動可能な略円形状の
遊技領域に設けられる構造物については後述する。
【００３２】
　遊技盤支持機構は、図３に示されたように、保護部材４０６に設けられた支軸部３１１
と、基枠３０１に形成され、遊技盤４００の基体４０１の一部が載置される載置部３１２
及び支軸部３１１と係合する軸受け部３１３とで構成され、遊技盤４００を回転自在かつ
着脱自在に支持している。遊技盤４００が回動自在に支持されている場合において、所定
の角度以上だけ回転させた後に、基体４０１における載置部３１２と当接する部位を支点
として遊技盤４００を回転軸から傾けると、支軸部３１１と軸受け部３１３との係合が外
れる。これによって、遊技盤４００を基枠３０１から離脱させることができる。逆に、遊
技盤４００を基枠３０１に装着する場合には、遊技盤４００の所定の部位を載置部３１２
に載置した後に、支軸部３１１を軸受け部３１３に係合させる。
【００３３】
　遊技盤固定機構は、基枠３０１に設けられた３つの固定具３２０（図３において２つの
固定具のみが図示されている）で構成され、それらの各々は、基枠３０１から前方に突出
する回動自在な回転軸体（図示せず）と、回転軸体の先端に固着され、遊技盤４００の基
体４０１に形成された切り欠き部４０１Ｃ（図６参照）を通して通過できない挿抜禁止姿
勢と切り欠き部４０１Ｃを通して通過できる挿抜許容姿勢とをとる回動片３２２と、回動
片３２２より後方に配置された押圧板（図示せず）と、回動片３２２が挿抜禁止姿勢であ
る場合に押圧板を回動片３２２側に付勢する付勢体（図示せず）とを備えている。遊技盤
４００が基枠３０１に固定されている着脱禁止状態において、回動片３２２は、切り欠き
部４０１Ｃを通して基体４０１の前方に突出すると共に挿抜禁止姿勢となっており、基体
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４０１は、回動片３２２と押圧板とによって押圧状態で挟持されている。これによって、
基枠３０１に対する遊技盤４００の前後方向の位置決めが正確に行えるために、誘導部材
３３５から発射通路４０１Ｂへの遊技球の移動が阻害されることを防止できる。回動片３
２２に対する回転操作に応じて、回動片３２２が挿抜禁止姿勢から回動片３２２が切り欠
き部４０１Ｃを通過できる挿抜許容姿勢へ回転すると、付勢体からの押圧板の付勢が解除
され、また、回動片３２２と押圧板とによる基体４０１の挟持が解除される。全ての固定
具３２０の回動片３２２が挿抜許容姿勢である場合には、基枠３０１に対して遊技盤４０
０が回動自在になる。逆に、遊技盤４００を基枠３０１に固定する場合には、全ての固定
具３２０の回動片３２２が挿抜許容姿勢である状態で、遊技盤４００を回転させて各回動
片を切り欠き部４０１Ｃに挿通させた後に、全ての固定具３２０の回動片３２２を挿抜禁
止姿勢に回転させる。
【００３４】
　発射装置３３０は、図３に示されたように、主貯留機構２３０に貯留されている遊技球
を順次に発射位置に送り出す球送り機構３３１と、球送り機構３３１を駆動する球送りソ
レノイド３３２（図９参照）と、発射位置に配置された遊技球を射出する発射機構３３３
と、発射機構３３３を駆動する発射ソレノイド３３４（図９参照）と、発射機構３３３か
ら発射された遊技球を遊技盤４００の発射通路４０１Ｂに誘導する誘導部材３３５とを備
えている。発射装置３３０は、上述のように発射操作装置２５０に対する発射操作に応じ
て作動する。
【００３５】
　取り付け台３６０は、支持機構を介して、基枠３０１に対して回動自在に支持されてい
る。
【００３６】
　主制御装置３７０は、図４に示されたように、主制御基板９２０（図９参照）と、主制
御基板９２０を収容する２つ割り構造の基板ケース３７１とを備えている。主制御基板９
２０は、開封の痕跡を残さずには開封できないように基板ケース３７１に封止されている
。
【００３７】
　副制御装置３９０は、副制御基板９４０（図９参照）と、副制御基板９４０を収容する
２つ割り構造の基板ケース３９１とを備えており、副制御基板９４０は、基板ケース３９
１に封止されている。
【００３８】
　ここで、遊技盤４００において、基体４０１に設けられ、遊技領域に配置される各種の
構造物について詳細に説明する。図６は、遊技盤の一例を表す正面図である。遊技盤４０
０は、図６に示されたように、遊技球の流下方向や流下速度に変化を与える釘４１１や風
車４１２等の流下変化部材と、基体４０１の概ね中央に配置され、進入口（図示せず）か
ら流入した遊技球を第１始動入賞装置４３１の近傍に誘導するセンタフレーム４２０と、
センタフレーム４２０の中央の真下に配置された第１始動入賞装置４３１と、第１始動入
賞装置４３１に進入した遊技球を検出する第１始動入賞スイッチ４４１（図９参照）と、
第１始動入賞装置４３１の真下に配置された第２始動入賞装置４３２と、第２始動入賞装
置４３２に進入した遊技球を検出する第２始動入賞スイッチ４４２（図９参照）と、第１
始動入賞装置４３１及び第２始動入賞装置４３２の右方に配置された大入賞装置４３３と
、大入賞装置４３３に進入した遊技球を検出する大入賞スイッチ４４３，６１（図９及び
図１５～図１７参照）と、始動装置４３６と、始動装置４３６に進入した遊技球を検出す
る始動スイッチ４４６（図９参照）と、複数の一般入賞装置４３８と、一般入賞装置４３
８のいずれかに進入した遊技球を検出する一般入賞スイッチ４４８，４４９（図９参照）
と、磁気センサ４９１と、振動センサ４９２とを備えている。センタフレーム４２０、始
動装置４３６に進入した遊技球は遊技領域に放出されるが、第１始動入賞装置４３１、第
２始動入賞装置４３２、大入賞装置４３３及び一般入賞装置４３８に進入した遊技球は基
体４０１に形成された貫通孔を通して基体４０１の背面側に形成された回収排出通路（図
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示せず）に案内される。また、第１始動入賞装置４３１、第２始動入賞装置４３２、大入
賞装置４３３及び一般入賞装置４３８に進入しなかった遊技球は排出口４０１Ａを通して
回収排出路（図示せず）へ案内される。回収排出通路に案内された遊技球は、遊技機１０
０から遊技機設置設備（図示せず）に設けられた遊技球循環装置に排出される。第１始動
入賞装置４３１、第２始動入賞装置４３２、大入賞装置４３３及び一般入賞装置４３８の
いずれかに遊技球が進入した場合には、装置の種類に応じた所定の個数の遊技球が払出装
置５４０から払い出されることとなる。
【００３９】
　第１始動入賞装置４３１及び一般入賞装置４３８の各々は、それらへの遊技球の進入確
率を変化させず、進入した遊技球を基体４０１の背面側へ誘導する構造である。一方、第
２始動入賞装置４３２は、進入許容姿勢と進入阻止姿勢との間の移行によって進入確率を
変化させる可動羽根４５２と、可動羽根４５２を駆動する羽根開閉ソレノイド４６２（図
９参照）とを備えている。可動羽根４５２が進入許容姿勢である場合には遊技球は第２始
動入賞装置４３２に進入できるが、可動羽根４５２が進入阻止姿勢である場合には遊技球
は第２始動入賞装置４３２に進入できない。可動羽根４５２は、始動装置４３６への遊技
球の進入、正確には始動スイッチ４４６による遊技球の検出に伴う主制御基板９２０によ
る当り抽選に当選した場合に、羽根開閉ソレノイド４６２の作動に応じて所定の回数及び
所定の時間だけ進入許容姿勢に移行する。なお、大入賞装置４３３の詳細については後述
する。
【００４０】
　また、遊技盤４００は、図６に示されたように、第１特別図柄に係る大当り抽選に伴っ
て、第１特別図柄を変動表示したり、第１特別図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表
示したりする第１特別図柄表示装置４７１と、第２特別図柄に係る大当り抽選に伴って、
第２特別図柄を変動表示したり、第２特別図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示し
たりする第２特別図柄表示装置４７２と、センタフレーム４２０に設けられ、第１特別図
柄に係る大当り抽選の権利の保留状態を表示する第１特別図柄保留表示装置４７６と、セ
ンタフレーム４２０に設けられ、第２特別図柄に係る大当り抽選の権利の保留状態を表示
する第２特別図柄保留表示装置４７７とを備えている。第１特別図柄及び第２特別図柄に
係る大当り抽選の権利は最大４つずつ保留される。なお、第１特別図柄に係る大当り抽選
の権利が最大まで保留されている場合に、第１始動入賞装置４３１に遊技球が進入したと
してもその遊技球に対して権利は追加されない。同様に、第２特別図柄に係る大当り抽選
の権利が最大まで保留されている場合に、第２始動入賞装置４３２に遊技球が進入したと
してもその遊技球に対して権利は追加されない。
【００４１】
　第１特別図柄表示装置４７１は、複数色で発光可能な２つの発光部４７１Ａ，４７１Ｂ
で構成されており、主制御基板９２０（図９参照）により表示が制御される。第１特別図
柄は、発光部４７１Ａ，４７１Ｂの発光パターン（発光色の組合せ）によって表現される
。第２特別図柄表示装置４７２は、第１特別図柄表示装置４７１と同様に、複数色で発光
可能な２つの発光部４７１Ａ，４７１Ｂで構成されており、主制御基板９２０（図９参照
）により表示が制御される。第２特別図柄は、発光部４７２Ａ，４７２Ｂの発光パターン
（発光色の組合せ）によって表現される。第１特別図柄保留表示装置４７６及び第２特別
図柄保留表示装置４７７は、それぞれ、２つの単色ＬＥＤ４７６Ａ，４７６Ｂ及び２つの
単色ＬＥＤ４７７Ａ，４７７Ｂの発光状態（消灯、点灯、点滅）の組合せによって各種の
抽選の権利の保留個数を表示する。
【００４２】
　また、遊技盤４００は、センタフレーム４２０に設けられ、普通図柄に係る当り抽選に
伴って、普通図柄を変動表示したり、普通図柄を抽選結果に応じた停止図柄で確定表示し
たりする普通図柄表示装置４７３と、センタフレーム４２０に設けられ、普通図柄に係る
当り抽選の権利の保留状態を表示する普通図柄保留表示装置４７８とを備えている。普通
図柄に係る当り抽選の権利は最大４つまで保留される。なお、普通図柄に係る当り抽選の
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権利が最大まで保留されている場合に、始動装置４３６に遊技球が進入したとしてもその
遊技球の進入に対して権利は追加されない。
【００４３】
　普通図柄表示装置４７３は、複数色で発光可能な２つの発光部４７３Ａ，４７３Ｂで構
成されており、主制御基板９２０（図９参照）により表示が制御される。普通図柄は、発
光部４７３Ａ，４７３Ｂの発光パターン（発光色の組合せ）によって表現される。また、
普通図柄保留表示装置４７８は、２つの単色ＬＥＤ４７８Ａ，４７８Ｂの発光状態（消灯
、点灯、点滅）の組合せによって抽選の権利の保留個数を表示する。
【００４４】
　また、遊技盤４００は、センタフレーム４２０に設けられ、第１特別図柄及び第２特別
図柄のいずれかに係る大当り抽選に伴って、装飾図柄を変動表示したり、装飾図柄を確定
表示したりする装飾図柄表示装置４７９を備えている。副制御基板９４０による制御に基
づく装飾図柄の変動表示及び確定表示は、主制御基板９２０による第１特別図柄や第２特
別図柄の変動表示及び確定表示と実質的に同期している。装飾図柄の変動表示においては
、第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示より複雑な演出が実行される。
【００４５】
　ここで、遊技盤４００の各種の装置の動作について説明する。なお、それらの説明に先
立って、各種の遊技状態及び遊技状態間の移行について説明する。通常時の遊技状態（通
常遊技状態）は、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当り当選確率が低確率であり、
第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示時間が長い遊技状態（以下において、「低確率非
時短状態」とも称す）である。遊技状態は、大当りの当選に基づいて変化する。第１特別
図柄に係る大当りの種類は、標準確変大当り、突然確変大当り、潜伏確変大当り、標準時
短大当り及び突然時短大当りの５種類であり、第２特別図柄に係る大当りの種類は、標準
確変大当り、標準時短大当りの２種類である。標準確変大当りや突然確変大当りに当選し
た場合には、遊技状態は、一旦、大入賞装置４３３が間欠的に進入許容状態となる（開閉
扉５２又は開閉シャッタ５４が間欠的に進入許容配置となる）特別遊技状態に移行し、特
別遊技状態の終了後に、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当り当選確率が通常遊技
状態よりも高確率であり、第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示時間が通常遊技状態よ
りも短い遊技状態（以下において、「高確率時短状態」と称す）に移行する。高確率時短
状態は、次回の大当りの当選まで維持される。また、潜伏確変大当りに当選した場合には
、一旦、特別遊技状態に移行した後に、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当り当選
確率が通常遊技状態よりも高確率であり、第１特別図柄や第２特別図柄の変動表示時間が
通常遊技状態と同一である遊技状態（以下において、「高確率非時短状態」と称す）に移
行する。高確率非時短状態は、次回の大当りの当選まで維持される。また、標準時短大当
りに当選した場合には、特別遊技状態に移行した後に、第１特別図柄及び第２特別図柄に
係る大当り当選確率が通常遊技状態と同一の低確率であり、第１特別図柄や第２特別図柄
の変動表示の時間が通常遊技状態と同一である遊技状態（以下において、「低確率時短状
態」と称す）に移行する。低確率時短状態は、第１特別図柄及び第２特別図柄のいずれか
に係る所定の回数（例えば、１００回）の単位表示制御の終了まで維持されるが、その後
、遊技状態は通常遊技状態に戻る。なお、高確率時短状態及び高確率非時短状態において
大当りした場合には、低確率時短状態及び低確率非時短状態において大当りした場合に比
べて、いずれかの確変大当り（標準確変大当り、突然確変大当り、潜伏確変大当り）への
振分確率が大きい。以下において、遊技盤４００の各種の装置の動作について概ね時系列
に沿って説明する。
【００４６】
　主制御基板９２０において、特別図柄（第１特別図柄及び第２特別図柄で共通）に係る
当選乱数、特別図柄（第１特別図柄及び第２特別図柄で共通）に係る図柄乱数、停止パタ
ーン乱数、各種の変動パターン乱数が生成されており、各種の遊技状態において、第１始
動入賞装置４３１に遊技球が進入すると、特別図柄に係る当選乱数、特別図柄に係る図柄
乱数及び停止パターン乱数が取得されて、主制御基板９２０のＲＡＭの所定の領域に格納
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される。このとき、大入賞装置４３３が作動中でない場合において、第１特別図柄及び第
２特別図柄の双方が変動表示中や確定表示中でなければ格納の直後に、また、第１特別図
柄及び第２特別図柄のいずれかが変動表示中や確定表示中であれば先行して獲得している
第１特別図柄に係る全ての大当り抽選の権利及び先行して獲得している及び後続して獲得
する第２特別図柄に係る全ての大当り抽選の権利の消化後に、その取得された特別図柄に
係る当選乱数に基づいて大当りに当選したか否かが判定される。なお、第１特別図柄に係
る大当りの当選確率は、上述のように、現在の遊技状態によって、詳細には、高確率状態
（高確率時短状態、高確率非時短状態）であるか低確率状態（低確率時短状態、低確率非
時短状態）であるかによって変化し、具体的には、高確率状態における大当りの当選確率
は低確率状態における大当りの当選確率よりも高い。大当りに当選した場合には、更に、
取得された特別図柄に係る図柄乱数に基づいて第１特別図柄の停止図柄が決定される。こ
の停止図柄の種類によって、標準確変大当り、突然確変大当り、潜伏確変大当り、標準時
短大当り及び突然時短大当りのいずれの大当りであるかが決定される。なお、各種の大当
りの振分確率は、現在の遊技状態によって、詳細には、高確率状態であるか低確率状態で
あるかによって変化し、具体的には、いずれかの確変大当り（標準確変大当り、突然確変
大当り、潜伏確変大当り）への振分確率が高確率状態において低確率状態よりも高い。一
方、大当りに落選したときであって、小当りに当選した場合には、停止図柄として小当り
図柄が設定され、小当りにも当選しなかった場合には、停止図柄としてハズレ図柄が設定
される。
【００４７】
　第１特別図柄に係る大当り抽選の後に、現在の遊技状態、大当り抽選の抽選結果、停止
パターン乱数、各種の変動パターン乱数、第１特別図柄及び第２特別図柄に係る大当り抽
選の権利の総保留数に基づいて、第１特別図柄の変動表示時間が決定されると共に、装飾
図柄の変動パターンが選択される。その後、第１特別図柄表示装置４７１における第１特
別図柄の変動表示及び装飾図柄表示装置４７９における装飾図柄の変動表示（変動演出）
が開始され、第１特別図柄にあっては変動表示時間に亘って一定のパターンによる変動表
示が継続され、装飾図柄にあっては変動表示時間に亘って変動パターンに従った変動表示
が実行される。変動表示時間の経過に伴って、第１特別図柄として停止図柄が確定表示さ
れ、また、装飾図柄として第１特別図柄の停止図柄に対応する図柄が確定表示される。第
１特別図柄及び装飾図柄の確定表示は一定時間に亘って継続される。
【００４８】
　第１特別図柄の停止図柄が大当り図柄である場合には、第１特別図柄の確定表示後に、
遊技状態は通常モードから特別遊技状態（大入賞モード）に移行する。特別遊技状態にお
いては、大入賞装置４３３が有する開閉機構が所定の回数だけ間欠的に進入許容配置へ移
動する。進入許容配置へ移行した後に、所定の個数（例えば、１０球）の遊技球が大入賞
装置４３３に進入した場合及び所定の最大開放時間が経過した場合のいずれかによって、
大入賞装置４３３は、進入阻止配置へ移動する。その後、所定の閉鎖時間の経過後に、再
度、大入賞装置４３３は進入許容配置へ移行する。この開閉動作が所定の回数だけ繰り返
される。大入賞装置４３３の進入許容配置への移行に伴う開閉動作の繰り返し回数や進入
許容配置に滞在する最大開放時間等は、大当りの種類（停止図柄の種類）によって変化す
る。具体的には、標準確変大当り及び標準時短大当りに基づく特別遊技状態において、最
大開放時間が２９．５秒であって閉鎖時間が２．０秒である開閉動作が１６回だけ繰り返
される。なお、特別遊技状態の開始から１０．０秒の待機時間（オープニング時間）後に
、第１回目の進入許容配置への移行が開始され、第１６回目の進入阻止配置への移行から
１５．０秒の待機時間（エンディング時間）後に、特別遊技状態が終了する。一方、突然
確変大当り、潜伏確変大当り及び突然時短大当りに基づく特別遊技状態において、最大開
放時間が０．８秒であって閉鎖時間が２．０秒である開閉動作が２回だけ繰り返される。
なお、特別遊技状態の開始から３．２秒の待機時間（オープニング時間）後に、第１回目
の進入許容配置への移動が開始され、第２回目の進入阻止姿勢への移動から３．２秒の待
機時間（エンディング時間）後に、特別遊技状態が終了する。特別遊技状態の終了後には
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、上述のように、今回の大当りの種類に応じた遊技状態に移行する。
【００４９】
　また、第１特別図柄の停止図柄が小当り図柄又はハズレ図柄である場合には、遊技状態
は、第１特別図柄の確定表示後においても変更されない。但し、小当りに当選している場
合には、突然確変大当り、潜伏確変大当り及び突然時短大当りに基づく特別遊技状態の場
合と同一の態様で大入賞装置４３３が作動する。
【００５０】
　上記においては、第１特別図柄に係る大当り抽選の権利が消化される場合について説明
したが、第２特別図柄に係る大当り抽選の権利が消化される場合についても、大当りの種
類が上述のように第１特別図柄と第２特別図柄とで異なること及び第２特別図柄に係る大
当りの抽選の権利が第１特別図柄に係る大当りの抽選の権利よりも優先して消化されるこ
と以外は、第１特別図柄の場合と概ね同一であるために、第１特別図柄及び第２特別図柄
をそれぞれ第２特別図柄及び第１特別図柄と入れ替えて読み替えることとして重複する説
明を省略する。
【００５１】
　各種の遊技状態において、始動装置４３６に遊技球が進入すると、普通図柄に係る当選
乱数が取得されて、主制御基板９２０のＲＡＭ（図示せず）の所定の領域に格納される。
このとき、第２始動入賞装置４３２が作動中でない場合において、普通図柄が変動表示中
や確定表示中でなければ直後に、また、普通図柄が変動表示中や確定表示中であれば先行
して獲得している全ての当り抽選の権利の消化後に、その取得された普通図柄に係る当選
乱数に基づいて当りに当選したか否かが判定される。当りの当選確率は、判定時の遊技状
態によって、具体的には、時短状態（高確率時短状態、低確率時短状態）であるか非時短
状態（低確率非時短状態、高確率非時短状態、特別遊技状態）であるかによって変化し、
時短状態における当りの当選確率は非時短状態よりも高確率となっている。当りに当選し
た場合には、停止図柄として所定の当り図柄が設定され、当りに当選しなかった場合には
、停止図柄として所定のハズレ図柄が設定される。当り抽選後に、普通図柄の変動表示が
開始され、非時短状態にあっては所定の変動表示時間（例えば、３．０秒）に亘って一定
のパターンによる変動表示が継続され、時短状態にあっては非時短状態よりも短い所定の
変動表示時間（例えば、０．５秒）に亘って通常遊技状態と同一のパターンによる変動表
示が継続される。遊技状態に応じた所定の時間の経過に伴って普通図柄として停止図柄が
一定時間に亘って確定表示される。
【００５２】
　普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合には、普通図柄の確定表示後に、第２始動入
賞装置４３２の可動羽根４５２が少なくとも１回は進入許容姿勢へ移行する。具体的には
、非時短状態における当選の場合には、可動羽根４５２が典型的には所定の回数（例えば
、１回）だけ所定の最大開放時間（例えば、０．２秒）に亘って進入許容姿勢へ移行し、
時短状態における当選の場合には、可動羽根４５２が典型的には非時短状態よりも多い所
定の回数（例えば、３回）だけ非時短状態より長い所定の最大開放時間（例えば、１．９
秒）に亘って進入許容姿勢へ移行する。但し、所定の個数（例えば、１０球）の遊技球が
第２始動入賞装置４３２に進入した場合には、可動羽根４５２は強制的に進入阻止状態へ
移行し、今回の当りの当選に基づく可動羽根４５２の作動が終了する。
【００５３】
　遊技盤４００は、各種の構造物の裏側に設けられた盤面発光装置４９０（図９参照）を
備えており、盤面発光装置４９０は、副制御基板９４０による制御に基づいて遊技進行に
伴う各種の発光演出や発光による状態報知を実行する。
【００５４】
　後ブロック１０４について説明する。図７及び図８は、それぞれ、遊技機の一例を表す
斜視図及び背面図である。後ブロック１０４は、図７及び図８に示されたように、基体５
０１と、中間ブロック１０３に対して基体５０１を開閉自在に支持する支持機構と、基体
５０１に取着され、遊技機固定設備（図示せず）から供給される遊技球を貯留する遊技球
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タンク５１０と、遊技球タンク５１０の下流側において基体５０１に取着され、積層貯留
されている遊技球を２条に整流させると共に１段に整列させるタンクレール５２０と、タ
ンクレール５２０の下流側において基体５０１に取着され、タンクレール５２０から流入
した遊技球を誘導するケースレール５３０と、ケースレール５３０の下流側において基体
５０１に取着され、遊技球の払い出しや遊技球の貸し出しを実行する払出装置５４０と、
払出装置５４０の下流側において基体５０１に取着され、払出装置５４０から流出した遊
技球を基体５０１に形成された誘導通路（図示せず）に誘導する誘導部材５５０と、払出
装置５４０による遊技球の払い出しや遊技球の貸し出しを制御する払出制御装置５６０と
、外部電力を各種の装置等で必要とする所定の電圧の電力に変換して出力すると共に、発
射操作装置２５０に対する発射操作に基づく遊技球の射出を主制御基板９２０と協同して
制御する電源・発射制御装置９００と、払出制御装置５６０及び遊技球貸出装置２９０（
図１参照）と遊技機１００の側方に配置されるカードユニット（図示せず）との間の信号
を中継する中継装置９５０とを備えている。
【００５５】
　基体５０１は、樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂）により一体成型されており、略平坦状のベ
ース部５０２と、ベース部５０２よりも後方に突出した保護カバー部５０３とを含んでい
る。保護カバー部５０３は左右側方及び上方が閉鎖されかつ下方の一部のみが開放されて
いる。保護カバー部５０３の背面には、主制御装置３７０及び副制御装置３９０における
発熱の放熱性を向上させる多数の通気孔５０２Ａが形成されている。
【００５６】
　遊技球タンク５１０は、上方に開口した横長の箱型容器であり、その長手方向の一端か
ら遊技機固定設備の球循環装置（図示せず）から供給される遊技球が逐次補給される。遊
技球タンク５１０における遊技球の供給される側と異なる長手方向の一端の底面には開口
（図示せず）が形成されている。遊技球タンク５１０の底面は長手方向に緩やかに傾斜し
、遊技球タンク５１０に供給された遊技球は開口側に自重によって移動する。また、長手
方向と直交する方向（前後方向）に対して更に穏やかに傾斜し、前方側（基体５０１への
取り付け面側）に優位に遊技球を誘導する。また、遊技球タンク５１０には、球循環装置
から遊技球の供給される一端から中央近傍にかけて少なくとも一部の底部を覆う帯電防止
板５１１（図７のみ）が取着されており、帯電防止板５１１は接地電位に接続されている
。
【００５７】
　タンクレール５２０は、遊技球タンク５１０の下方に取り付けられ、タンクレール５２
０には遊技球タンク５１０の開口を通して遊技球が流入する。タンクレール５２０は、仕
切り片（図示せず）によって仕切られた２列（２条）の樋状通路（図示せず）を形成する
桶状部材５２１と、桶状部材５２１に対して回動自在に軸支され桶状部材５２１を流下す
る遊技球の球詰まりを防止させながら２条に整流させると共に１段に整列させる一対の整
流部材５２２とを備えている。各樋状通路は、下流側に向けて緩やかに傾斜しており、遊
技球タンク５１０から流入した側と長手方向の反対側へ遊技球を誘導する。整流部材５２
２は遊技球との接触によって振り子のように動作する。
【００５８】
　ケースレール５３０は、保護カバー部５０３の一側面部に沿うように縦向きに配置され
ており、タンクレール５２０からの遊技球が流入する。ケースレール５３０には、遊技球
が勢いよく流れないように波状のうねりをもって前後左右に湾曲する２条の球通路（図示
せず）が形成されている。また、球通路の上流側には、球切れ検出スイッチ５３９が取着
されている。球切れ検出スイッチ５３９は、ケースレール５３０の内部に遊技球が十分に
ないこと、つまりケースレール５３０よりも上流側で球詰りが発生してケースレール５３
０に遊技球が補給されていない場合等を検出する。
【００５９】
　払出装置５４０は、遊技球を送り出す送出機構５４１と、送出機構５４１を駆動する払
出モータ５４２とを備えている。払出制御装置５６０による制御に基づく払出モータ５４
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２の作動に応じて、２条の球通路に貯留されている遊技球を交互に放出する。
【００６０】
　払出制御装置５６０は、払出制御基板９３０と、払出制御基板９３０を収容する基板ケ
ースとを備えており、払出制御基板９３０は、主制御基板９２０と同様に、開封の痕跡を
残さずに開封できないように基板ケースによって実質的に封止されている。
【００６１】
　次に、遊技機１００の電気的構成について説明する。図９は、遊技機の電気的構成の一
例を表すブロック図である。遊技機１００は、図９に示されたように、電源・発射制御装
置９００、電源監視基板９１０、主制御基板９２０、払出制御基板９３０、副制御基板９
４０等の制御装置を備えている。なお、図９において、各種の信号を中継するだけの回路
装置については省略している。以下に、これらの主要な装置を個別に詳細に説明する。
【００６２】
　電源・発射制御装置９００は、遊技機１００の各部に電源供給路（図中の破線）を介し
て所定の電圧の電力を供給する電源部９０１と、発射操作装置２５０の操作に応じて発射
装置３３０の駆動を制御する発射制御部９０２と、初期化スイッチ９０７からの初期化信
号や球溢れスイッチ２４９からの球溢れ信号を中継する信号中継部９０３とを備えている
。
【００６３】
　電源部９０１は、外部より供給される外部電力（例えば、交流２４ボルト）を取り込ん
で内部電力（例えば、直流２４ボルト）に変換すると共に、その内部電力から各種のソレ
ノイドや各種のモータ等の機器を駆動するための駆動用電圧（例えば、直流１２ボルト）
の電力、各種のスイッチを駆動したり制御処理を実行したりするための制御用電圧（例え
ば、直流５ボルト）の電力、主制御基板９２０のＲＡＭ及び払出制御基板９３０のＲＡＭ
の内容を保持させるためのバックアップ用電圧の電力等を生成して、電源監視基板９１０
、主制御基板９２０、払出制御基板９３０、副制御基板９４０等に供給する。具体的には
、電源監視基板９１０に対して内部電力、駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ電圧
の電力が供給され、主制御基板９２０に対して駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ
電圧の電力が電源監視基板９１０の電源監視部９１１を介して供給され、払出制御基板９
３０に対して駆動用電圧、制御用電圧及びバックアップ電圧の電力が直接的に供給され、
副制御基板９４０に対して駆動用電圧及び制御用電圧の電力が直接的に供給され、発射制
御部９０２に対して駆動用電圧及び制御用電圧の電力が供給される。電源部９０１には、
電源スイッチ９０９が接続されており、電源スイッチ９０９がオフ状態である場合には外
部電力の取り込みが停止される。なお、電源スイッチ９０９をオフ状態にしたり、電源ス
イッチ９０９を介して電源部９０１に接続される電源プラグ（図示せず）を外部電力の供
給コンセント（図示せず）から抜脱したりすることによって遊技機１００の内部への電力
の供給が停止している状態や、外部電力自体の供給が停止している状態を「停電状態」と
総称する。電源部９０１は、停電状態への移行後においても所定の期間にわたり制御用電
圧の電力を正常に出力するように構成されている。これによって、主制御基板９２０及び
払出制御基板９３０は、現在の制御状態に復帰できるように状態を保存して制御を終了さ
せることができる。
【００６４】
　発射制御部９０２は、主制御基板９２０と協同して、発射装置３３０（図３参照）の球
送りソレノイド３３２及び発射ソレノイド３３４の駆動を制御する。なお、球送りソレノ
イド３３２及び発射ソレノイド３３４は、所定条件が整っている場合に作動が許可される
。具体的には、遊技者が発射ハンドル２５２（図１参照）に触れていることが接触センサ
２５４からの接触センサ信号に基づいて検知されていること、発射を停止させるための発
射停止スイッチ２５５が操作されていないことを条件に、発射制御部９０２はオン状態の
発射許可信号を主制御基板９２０に出力する。また、発射許可信号と発射異常信号とに基
づいて主制御基板９２０は発射ソレノイド制御信号及び球送りソレノイド制御信号を発射
制御部９０２に出力する。発射制御部９０２は、オン状態の球送り制御信号に基づいて球
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送りソレノイド３３２を作動させ、オン状態の発射ソレノイド制御信号の受信と可変抵抗
器２５３の抵抗値とに基づいて発射ソレノイド３３４を作動させる。これによって、発射
装置３３０から可変抵抗器２５３の抵抗値（発射ハンドル２５２の回転操作量）に応じた
強さで遊技球が順次に発射される。
【００６５】
　信号中継部９０３は、初期化スイッチ９０７が押下された場合に、主制御基板９２０へ
オン状態の初期化信号を出力する。なお、主制御基板９２０においては、オン状態の初期
化信号の受信に応じて主制御基板９２０のＲＡＭに保存された保存情報が初期化されるこ
ととなる。また、信号中継部９０３は、球溢れスイッチ２４９が遊技球を検出した場合に
、主制御基板９２０へオン状態の球溢れ信号を出力する。なお、主制御基板９２０におい
ては、オン状態の球溢れ信号の検知に基づいて払出制御基板９３０に低速払出信号を出力
することとなり、低速払出信号を受信した払出制御基板９３０は、払出モータ５４２の回
転速度（払出装置５４０からの遊技球の払出速度）を低速化させることとなる。逆に、オ
フ状態の球溢れ信号の検知に基づいて払出制御基板９３０に高速払出信号を出力すること
となり、低速払出信号を受信した払出制御基板９３０は、払出モータ５４２の回転速度を
高速化させることとなる。
【００６６】
　電源監視基板９１０は、電源・発射制御装置９００からの電力供給状態を監視し、停電
状態への移行に応じて、主制御基板９２０及び払出制御基板９３０へ停電信号を出力する
電源監視部９１１と、電源・発射制御装置９００と主制御基板９２０との間の電力供給及
び各種の信号の伝達を中継する信号中継部９１２とを含んでいる。電源監視部９１１は、
電源部９０１から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電
圧が２２ボルト未満になった場合に停電状態への移行と判断して、オン状態の停電信号を
主制御基板９２０及び払出制御基板９３０へ出力する。主制御基板９２０及び払出制御基
板９３０は、オン状態の停電信号の受信によって停電状態への移行を認識することとなる
。
【００６７】
　主制御基板９２０は、遊技機１００の動作を統括的に制御する。主制御基板９２０には
、１チップマイコンとしてのＭＰＵ（図示せず）が搭載されている。ＭＰＵは、演算処理
装置としてのＣＰＵ（図示せず）と、ＣＰＵにより実行される各種の制御プログラムや固
定データを記憶したＲＯＭ（図示せず）と、制御プログラムの実行に際して一時的に各種
のデータ等を記憶するＲＡＭ（図示せず）とを含んでいる。主制御基板９２０には、その
他、タイマ回路（図示せず）、カウンタ回路（図示せず）、クロック発生回路（図示せず
）、信号送受信回路（図示せず）等の各種回路が搭載されている。主制御基板９２０のＲ
ＡＭは、停電状態への移行後においても電源・発射制御装置９００からのバックアップ電
圧の電力供給によって内部データを維持（バックアップ）できる構成となっている。
【００６８】
　払出制御基板９３０は、主制御基板９２０からの指示に応じた払出装置５４０による遊
技球の払い出し動作や遊技球貸出装置２９０の操作に応じた払出装置５４０による遊技球
の貸し出し動作を制御する。払出制御基板９３０は、主制御基板９２０と同様に、ＣＰＵ
（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず）及びＲＡＭ（図示せず）を含む１チップマイコンとし
てのＭＰＵ（図示せず）、タイマ回路（図示せず）、カウンタ回路（図示せず）、クロッ
ク発生回路（図示せず）、信号送受信回路（図示せず）等の各種回路が搭載されている。
払出制御基板９３０のＲＡＭも、主制御基板９２０のＲＡＭと同様に、停電状態において
も内部データを維持できる構成となっている。
【００６９】
　副制御基板９４０は、主制御基板９２０からの指示に基づいて、各種の演出装置や各種
の発光装置や各種の音響装置等の動作を制御する。
【００７０】
　〔本発明に関連する主たる構成〕
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　本発明に係る遊技機１００の主たる特徴部分である大入賞装置４３３の構成について説
明する。図１０は大入賞装置４３３の斜視図であり、図１１は大入賞装置４３３の分解斜
視図であり、図１２は大入賞装置４３３の分解側面図である。
【００７１】
　図１０～図１２に示すように、大入賞装置４３３は、前面被覆板１０と、誘導通路前面
部材３０と、後方ブロック部材５０とから構成されており、それぞれがネジなどによって
固定されている。
【００７２】
　前面被覆板１０及び誘導通路前面部材３０は、透明な樹脂材料により形成された一部材
であり、後方ブロック部材５０は、複数の部材がネジなどによって固定されることにより
形成されている。
【００７３】
　大入賞装置４３３は、ネジ穴を介して遊技盤４００にネジ止めされることによって固定
される。大入賞装置４３３は、誘導通路後面板５１よりも前の部分が、遊技盤４００を構
成する遊技板（釘４１１や風車４１２等が取り付けられる板状部材）の前面から突出する
。
【００７４】
　開閉扉５２（図１１）は、下部分を軸とした回転動作によって水平方向又は鉛直方向に
ほぼ平行に開閉扉５２を位置させて後方向に形成される開口部５８を開閉する開閉機構を
有している。開閉シャッタ５４は、水平方向に平行な板状部材であり、前後方向に移動し
て下方に形成される開口部３１を開閉する開閉機構を有している。なお、開閉扉５２及び
開閉シャッタ５４は、いずれも図示しない動力装置に接続されており、主制御基板９２０
の制御により開閉動作を行う。
【００７５】
　大入賞装置４３３（図１０）は、上部に幅広の開口部１１を有しており、大入賞装置４
３３の上方から落ちてくる遊技球の多くを開口部１１に進入させる。大入賞装置４３３は
、開閉扉５２及び開閉シャッタ５４の開閉によって、通常モード、第１の大入賞モード及
び第２の大入賞モードに遷移する。すなわち、大当たり抽選に当選すると、大当たりの種
別が決められて、大当たりの種別に対応した大入賞モードに従って開閉扉５２又は開閉シ
ャッタ５４が開閉する。
【００７６】
　図１３に示すように、通常モードにおいて、開閉扉５２及び開閉シャッタ５４は閉じた
状態にあり、開口部１１に進入した遊技球は、開閉扉５２の前及び開閉シャッタ５４の上
の排出通路５５を通過し、大入賞装置４３３の外部へと排出される。
【００７７】
　図１４に示すように、第１の大入賞モードにおいて、開閉扉５２は開いた状態にあり、
開口部１１に進入した遊技球は、開閉扉５２に衝突して開口部５８へ進入し、そのまま後
ろ方向の第１誘導通路５９へと誘導され、排出口５６から排出される。この排出口５６の
内部には、通過した遊技球を検出する大入賞スイッチ４４３（図９）が取り付けられてお
り、主制御基板９２０より球数がカウントされる。
【００７８】
　図１５に示すように、第２の大入賞モードにおいて、開閉扉５２は閉じた状態にあり、
開閉シャッタ５４は開いた状態にある。開口部１１に進入した遊技球は、開閉扉５２の前
方を通過し、開口部３１から第２誘導通路３２へと誘導される。第２誘導通路３２は、下
流側に相当する左方向に向かって僅かに下がるよう傾斜しており、遊技球は、左方向へ向
かって進行する。
【００７９】
　ここで、第２の大入賞モードは、２つのサブモード、サブモードＡ及びＢを有している
。なお、図１６及び図１７は、誘導通路前面部材３０の無い状態を示している。第２誘導
通路３２は、２つの分岐誘導通路３２Ａ，３２Ｂを有している。大入賞装置４３３は、サ
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ブモードＡの場合、遊技球を分岐誘導通路３２Ａへ誘導する一方、サブモードＢの場合、
遊技球を分岐誘導通路３２Ｂへ誘導する。
【００８０】
　サブモードＡ，Ｂは、大当たり後に遷移する遊技状態や、大当たりラウンド数を変化さ
せる等、遊技を多様にするために設けられている。大当たり中に分岐誘導通路３２Ａに遊
技球が誘導された場合には、分岐誘導通路３２Ｂに誘導された場合よりも遊技者に有利に
なるように特典が付与される。サブモードＡ，Ｂの切り替え動作は、大当たり抽選に当選
した場合に決められる大当たりの種別によって異なる設定とされ、遊技者に対しては、サ
ブモードＡの状態が発生し、且つ、長く継続する種別の大当たりを期待して遊技を行わせ
ることができる。
【００８１】
　図１６に示すように、大入賞装置４３３は、第２誘導通路３２において、リング状の大
入賞スイッチ６１の進行方向の先に隣接して並ぶ２つの開口部６２，６３を有している。
サブモードＡにおいて、遊技球は、開口部６２に落ち込み、分岐誘導通路３２Ａへ誘導さ
れる。なお、分岐誘導通路３２Ａを通過した遊技球は、検出スイッチ６５によって検出さ
れ、後方ブロック部材５０における後面の排出口（図示しない）から排出される。
【００８２】
　図１７に示すように、大入賞装置４３３は、前後方向に移動することにより、開口部６
２を開閉する誘導シャッタ６４を有している。誘導シャッタ６４は、開口部６２の全部を
塞ぐ必要はなく、遊技球が開口部６２の下へ落ち込むのを防止できれば良いが、遊技球を
スムーズに誘導するため、第２誘導通路３２の幅の半分以上を塞ぐことが望ましい。サブ
モードＢにおいて、遊技球は、開口部６２が塞がれていることにより、誘導シャッタ６４
上を通過し、その先に形成された開口部６３へと落ち込み、分岐誘導通路３２Ｂへ誘導さ
れる。なお、誘導シャッタ６４は、シャッタ開閉ソレノイド４６３に接続されており、主
制御基板９２０の制御により開閉動作を行う。分岐誘導通路３２Ｂを通過した遊技球は、
分岐誘導通路３２Ｂ上に設置された検出スイッチ（図示しない）によってカウントされ、
後方ブロック部材５０における後面の排出口（図示しない）から排出される。
【００８３】
　ここで、遊技機１００は、各モードにおいて、設計された通りの誘導通路に遊技球を誘
導することが望ましい。そこで本実施の形態における大入賞装置４３３は、第２の大入賞
モードにおいて確実に第２誘導通路３２へ遊技球を誘導すると共に、サブモードＡでは遊
技球を分岐誘導通路３２Ａに誘導する一方、サブモードＢでは遊技球を分岐誘導通路３２
Ｂに確実に誘導するための３つの誘導機構を有している。
【００８４】
　第１の発明として、大入賞装置４３３は、開口部３１に落ち込んだ遊技球が跳ねて飛び
出してしまうことを防止し、第２誘導通路３２へ誘導する跳ね防止機構を有している。仮
に、開口部３１に落ち込んだ遊技球が勢い良く平らな面に落ちた場合、そのままほぼ１８
０°の角度で跳ね上がり、その勢いで開口部３１から外部へ飛び出してしまう可能性があ
る。そこで本実施の形態における跳ね防止機構は、遊技球を予め決まった位置に衝突させ
ると共に、当該衝突による跳ねによって遊技球が飛び出さないよう、跳ねた遊技球をトラ
ップする機構を設けるようにした。
【００８５】
　図１８～２０に示すように、第２誘導通路３２は、前面被覆板１０と、誘導通路前面部
材３０と、誘導通路後面板５１とから構成されている。誘導通路前面部材３０（図１８）
は、第２誘導通路３２の底面を構成する誘導受面３３，３４を有している。図２１（Ｂ）
に示すように、誘導受面３３，３４は左方向へ向けて下向きに傾斜しており、右側に位置
する誘導受面３４の傾斜は誘導受面３３よりも大きくなっている。
【００８６】
　誘導通路前面部材３０（図１８及び図２０）は、開口部３１における前方向の端部から
、後方向へ向けて下方向に傾斜する誘導傾斜板３５を有している。誘導傾斜板３５は、そ
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の傾斜が好ましくは３０～６０°程度に形成されている。誘導傾斜板３５は、右誘導傾斜
板３５ａ及び左誘導傾斜板３５ｂを有している。右誘導傾斜板３５ａ及び左誘導傾斜板３
５ｂは、前後方向の傾斜角度は同一であるが、左右方向において、左誘導傾斜板３５ｂの
傾斜が大きく形成されている。
【００８７】
　開口部３１から流下する全ての遊技球は、下流側に相当する左方向へ向けて進行するた
め、左方向へ進む程、既に遊技球が第２誘導通路３２内に存在する確率が増大し、遊技球
同士の衝突確率が増大する。左誘導傾斜板３５ｂは、左端近傍に流下してきた遊技球をな
るべく第２誘導通路３２の上流側に相当する右方向に誘導し、第２誘導通路３２の遊技球
を大入賞スイッチ６１へスムーズに誘導する。
【００８８】
　誘導通路後面板５１は、誘導受面３３，３４と連接する凹み部７０を有している。凹み
部７０は、前後方向の凹み幅が均一な等幅凹み７１と、弧を描くように深く凹んでいる弧
状凹み７２とを有している。等幅凹み７１及び弧状凹み７２は、それぞれ誘導受面３３か
ら後方向へ凹むように傾斜する底面側を形成する下傾斜部７１ａ，７２ａと、誘導通路後
面板５１と平行な平行部７１ｂ，７２ｂと、前方向へ向けて傾斜する通路の上面部分を形
成する上傾斜部７１ｃ，７２ｃを有しており、各面が曲面を描いてなだらかに接続されて
いる。
【００８９】
　図２０に、誘導通路後面板５１に対して誘導通路前面部材３０を取り付けた状態を示し
ている。第２誘導通路３２のうち、開口部３１の上方からは凹み部７０は確認できず、誘
導通路前面部材３０のみを確認することができる。
【００９０】
　図２１（Ａ）は、第２誘導通路３２に関する部分のみを実線で示している。図２１（Ｂ
）はＸ－Ｘ‘断面図、図２１（Ｃ）はＹ－Ｙ’断面図である。図２１（Ｃ）に示すように
、第２誘導通路３２は、前面被覆板１０と、誘導傾斜板３５と、戻り防止壁部３６と、誘
導受面３３と、等幅凹み７１とから形成されている。誘導傾斜板３５は、誘導受面３３か
ら上方に伸びる戻り防止壁部３６から前方向に上り傾斜するように延設されている。誘導
傾斜板３５の後端となる戻り防止壁部３６の後面から誘導通路後面板５１前面までの距離
は、遊技球ＦＢの直径よりも小さく形成されている。
【００９１】
　従って、開口部３１に落ち込んだ遊技球ＦＢは、誘導傾斜板３５に衝突し、後方へ押し
込まれる。等幅凹み７１及び弧状凹み７２は、下部分が角張っておらず、その断面がなだ
らかな曲面を描いて傾斜しており、遊技球を上方向に極力跳ねさせないようにしている。
また、等幅凹み７１及び弧状凹み７２は、上部分も同様に断面がなだらかな曲面を描いて
傾斜しており、遊技球ＦＢを前方斜め下方向に跳ね返して第２誘導通路３２内にトラップ
する。すなわち、第２誘導通路３２は、流下する遊技球を誘導傾斜板３５によって後方向
へ誘導し、戻り防止壁部３６、誘導受面３３、等幅凹み７１及び弧状凹み７２によって囲
まれた空間内に遊技球を留まらせる。
【００９２】
　ところで、遊技球ＦＢは、左方向に進行するため、左側に行く程、遊技球ＦＢ同士が衝
突する可能性が生じてしまう。図２２に示すように、弧状凹み７２は、等幅凹み７１より
も大きく凹んでいるため、第２誘導通路３２としての幅を大きくすることができ、他の遊
技球が進入して衝突した場合であっても、前後方向に力を逃がすことができ、遊技球の跳
ね返りを小さくすることができる。また、弧状凹み７２は、大入賞スイッチ６１の円形孔
のサイズに合わせて左端の幅を狭くしているため、遊技球をスムーズに大入賞スイッチ６
１に誘導することができる。
【００９３】
　このように、第２誘導通路３２では、左右方向を長手方向とする開口部３１から流下す
る遊技球を開口部３１の長手方向の一端側に相当する左右方向に沿って誘導する場合に、
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その長手方向と垂直な前後方向にずらした位置に誘導してトラップすることにより、跳ね
返りを防止するようにした。
【００９４】
　これにより、第２誘導通路３２では、遊技球の落下勢力が増大しても跳ね返りを防止す
ることができるため、間に何ら緩衝機構を設けないで上下方向に２つの誘導通路を形成す
ることを可能にした。
【００９５】
　また、誘導傾斜板３５は、前後方向において一定の角度で下り傾斜し、且つ、第２誘導
通路３２の傾斜方向に沿って遊技球の下流側に相当する左方向に下り傾斜する面により構
成されている。このため、上方側から落下して誘導傾斜板３５に接触した遊技球は、大入
賞スイッチ６１の位置する下流側へ誘導されながら、後方側へトラップされることとなる
。よって、第２誘導通路３２において遊技球を下流側へスムーズに進行させることができ
る。
【００９６】
　次に、分岐誘導通路３２Ａ，３２Ｂへの遊技球の誘導について説明する。第２の発明と
して、大入賞装置４３３は、サブモードＡにおいて、第２誘導通路３２と分岐誘導通路３
２Ａとの角度に差異を設けることにより、手前側の開口部６２に遊技球を落とし込み易く
する一方、サブモードＢにおいて、第２誘導通路３２と分岐誘導通路３２Ｂとの角度変化
を小さくしてスムーズに奥側の開口部６３まで遊技球を誘導するようにした。
【００９７】
　図２３（Ａ）に示すように、大入賞装置４３３は、サブモードＡにおいて、遊技球を分
岐誘導通路３２Ａに誘導する。このとき、誘導シャッタ６４は、開状態にあり、開口部６
２が開口している。なお、実際には、誘導シャッタ６４は後方向に下がっているだけであ
るが、便宜上、図では誘導シャッタ６４を省略している。
【００９８】
　ここで、第２誘導通路３２は、左下に向けて傾斜している。これに対して、開口部６２
は、その開口部分上端がほぼ水平に形成されている。すなわち、開口部６２は、その入口
が第２誘導通路３２に対してわずかに傾斜させており、遊技球が進行するのを待ち受ける
ことになる。
【００９９】
　また、開口部６２の両側の離隔壁部６８，６９の上部には、開口部６２と隣接するよう
にして前後方向に筋状の突部６６が形成されている。このため、第２誘導通路３２を通り
大入賞スイッチ６１及び中継板８２を通過した遊技球は、一段高い突部６６に衝突し、分
岐誘導通路３２Ａに誘導される。
【０１００】
　一方、図２３（Ｂ）に示すように、大入賞装置４３３は、サブモードＢにおいて、遊技
球を分岐誘導通路３２Ｂに誘導する。このとき、誘導シャッタ６４は、閉状態にあり、開
口部６２は閉じた状態にある。ここで、誘導シャッタ６４は、その上面が左方向へ向けて
下に傾斜している。この傾斜は、誘導受面３３の傾斜とほぼ同じである。従って、遊技球
は、第２誘導通路３２を進行したほぼそのままの傾斜角度で、分岐誘導通路３２Ｂへ誘導
される。
【０１０１】
　また、開口部６３は、開口部６２よりも僅かに下に開口面（破線で示す）を位置させて
おり、開口部６３の右側にある開口部６２とを隔てる離隔壁部６８には、左方向へ向けて
下に傾斜するテーパ部６７が設けられている。このため、遊技球は、誘導シャッタ６４、
突部６６、テーパ部６７へと徐々に下へ向けた傾斜に沿って、開口部６３へスムーズに誘
導されるようになされている。
【０１０２】
　ここで、図２３（Ａ）に示したように、サブモードＡにおいて、中継板８２と開口部６
２との間には段差があり、遊技球が勢い良く中継板８２から飛び出した場合には、開口部
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６２に落ち込むことなく、誤って分岐誘導通路３２Ｂへと誘導されてしまう可能性がある
。
【０１０３】
　第３の発明として、大入賞装置４３３は、サブモードＡにおいて、遊技球を分岐誘導通
路３２Ａへ一段と確実に誘導するための誘導機構を設けるようにした。
【０１０４】
　ここで、遊技機１００において、遊技盤４００のサイズは決まっており、その面積は限
られている。昨今の流行として、できる限り大きいモニタを使用することが好ましいこと
から、大入賞装置４３３が使用できる上下及び左右方向のスペースは限られている。一方
、前後方向のスペースには比較的余裕がある。
【０１０５】
　そこで、本実施の形態における大入賞装置４３３は、左方向へ進行する遊技球の進行方
向を左斜め後方向へと変換する方向変換部８１を設けるようにした。
【０１０６】
　図２４（Ａ）に示すように、第２誘導通路３２は、大入賞スイッチ６１を過ぎてから後
方向にずれている。大入賞スイッチ６１の左側前方向、開口部６２との間には、遊技球の
方向を変更する方向変換部８１が設けられている。
【０１０７】
　図２４及び図２５に示すように、方向変換部８１は、第２誘導通路３２と平行な平行面
８１ａと、平行面８１ａに対して後方向へ向けて約４５°傾斜した傾斜面８１ｂと、誘導
受面３３と平行な底面８１ｃとを有しており、これら３つの面が曲面８１ｄによって曲面
状に接続されている。
【０１０８】
　図２４（Ｃ）に示すように、平行面８１ａは、大入賞スイッチ６１の円形孔と前後方向
にほぼ同じ位置にあり、大入賞スイッチ６１からなめらかに接続されている。大入賞スイ
ッチ６１を通過した遊技球は、傾斜面８１ｂに沿って方向を変え、開口部６２へと誘導さ
れる。
【０１０９】
　このとき、遊技球は、傾斜面８１ｂに沿って方向を変えるため、遊技球の速度を低下さ
せてその勢いを低減することができる。また、方向変換部８１の３つの面がなだらかな曲
面を有しているため、遊技球との接触面積を増大させ、摩擦力によって遊技球の速度を低
下できると共に、遊技球の進行する力を遠心力に変換させ、遊技球の速度を低下できる。
仮に、遊技球の勢いが非常に大きく、開口部６２を通過した場合であっても、左右方向に
対して４５°の角度で進行するため、後側の壁部８５に衝突し、跳ね戻ったところで開口
部６２に落ち込むことになる。
【０１１０】
　また、図２５（Ｂ）に示すように、遊技球の進行方向である誘導受面３３の延長線（破
線で示す）と平行に形成された底面８１ｃと平行面８１ａとを接続する曲面８１ｄａが当
該延長線とほぼ平行であるのに対し、傾斜面８１ｂと底面８１ｃとを接続する曲面８１ｄ
ｂ（斜線で示す）は、上流側に向かってやや下向きに傾斜し、遊技球の進行方向において
上向きに傾斜した底面を形成している。
【０１１１】
　曲面８１ｄｂの曲率半径は、遊技球の半径より大きく形成され、方向変換部８１に向か
って一定以上の勢いで進行してきた遊技球は、曲面８１ｄｂによって上方側へと移動しつ
つ下流側へ進行することとなる。また、曲面８１ｄｂは、左右方向においては誘導受面３
３に沿って略一定の曲率半径にて斜め下側へと連続し、前後方向においては傾斜面８１ｂ
に沿って斜め後側へと連続している。
【０１１２】
　傾斜面８１ｂは、鉛直方向にほぼ平行、すなわち、誘導受面３３の延長線に対して９０
°未満の急角度で対峙している。従って、速度の遅い遊技球が進行する場合には、曲面８
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１ｄｂの上り傾斜を遊技球が上方側へ進行せず、曲面８１ｄｂの下り傾斜の効果によって
やや下向きに誘導され、開口部６２にそのまま落ち込むことになる。
【０１１３】
　一方、速度の大きい遊技球が進行する場合には、曲面８１ｄｂの効果により、遊技球の
進行力が上方向の力に変換され、遊技球の進行力が大きく進行速度が大きい場合ほど、よ
り大きく上方側へと移動し、更には傾斜面８１ｂに衝突して遊技球を減速させることがで
きる。よって、速度の大きい遊技球であっても開口部６２を飛び越えさせてしまうことな
く、当該遊技球を開口部６２へと誘導することができる。
【０１１４】
　図２３に示したように、方向変換部８１の後側には、板状の中継板８２が設けられてお
り、底面８１ｃと接続している。この中継板８２は、前方向に僅かに下向きに傾斜が設け
られており、大入賞スイッチ６１を通過した遊技球を方向変換部８１へ向かわせると共に
、開口部６２へ向かう遊技球の勢いを低減させることができる。
【０１１５】
　このように、大入賞装置４３３では、開口部６２を水平に形成しつつ誘導シャッタ６４
に傾斜を持たせることにより、分岐誘導通路３２Ａ，３２Ｂのいずれに対してもスムーズ
に遊技球を誘導できる。また、大入賞装置４３３は、方向変換部８１によって遊技球を蛇
行させることにより遊技球の速度を低減し、進行方向に並列に並べた手前側の開口部６２
に対して一段と確実に遊技球を落とし込むことができる。これにより、大入賞装置４３３
では、誘導通路を横方向に２つ並べることが可能となった。
【０１１６】
　また、大入賞装置４３３の方向変換部８１は、前後方向において斜めに傾斜して形成さ
れているので、遊技者側から見て、開閉シャッタ５４により開閉される開口部３１と、方
向変換部８１の下流側に位置する分岐誘導通路３２Ａ，３２Ｂとの左右方向における間隔
を短く設定することができる。このため、大入賞装置４３３に必要な設置領域を遊技者側
から見て小さくして、遊技者は、開口部３１への遊技球の流入状況と、分岐誘導通路３２
Ａ，３２Ｂにおける遊技球の振り分け状況とを必要に応じて僅かな視線の移動によって視
認することができる。
【０１１７】
　なお、上述した実施の形態においては、誘導部として前面被覆板１０に接続する誘導傾
斜板３５を設けるようにした場合について述べた。本発明はこれに限らず、例えば誘導受
面３３から曲面状に突出する誘導部を設けるようにしても良く、その位置、形状に制限は
ない。また、誘導部の位置に制限はなく、例えば開口部３１の左下から右下方向へ向けて
斜め下向きに誘導部を設けても良い。
【０１１８】
　すなわち、上述した実施の形態においては、誘導傾斜板３５を構成する各誘導傾斜板３
５ａ，３５ｂと、下傾斜部７１ａと、平行部７１ｂと、上傾斜部７１ｃとは、略平面状の
場合について説明したが、必ずしも平面状とする必要はなく、それらの少なくとも一部を
曲面形状により形成しても良い。この場合には、遊技球を誘導する方向側に連続する曲面
の曲率半径は遊技球の半径より大きくすることが必要であり、遊技球が後方側へ円滑に誘
導される程度に、例えば、遊技球の半径に対して略２倍以上の曲率半径に曲面を形成する
ことが好適である。
【０１１９】
　また、下傾斜部７２ａと、平行部７２ｂと、上傾斜部７２ｃは、平面視した場合に略円
弧形状をなす曲面形状により形成したが、必ずしも曲面形状により形成する必要はなく、
各部位の曲面形状に沿った複数の平面を組み合わせて構成しても良い。
【０１２０】
　また、誘導傾斜板３５は、第２誘導通路３２の下り傾斜に沿って斜め下側に連続するよ
うに形成したが、第２誘導通路３２の下り傾斜に沿わずに水平方向に連続するように形成
しても良く、この場合であっても、遊技球の第２誘導通路３２からの跳ね返りを防止する
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ことができる。
【０１２１】
　また、上述した実施の形態においては、第２誘導通路３２の幅が位置によって変化する
ようにした場合について述べた。本発明はこれに限らず、その幅や形状に制限はなく、例
えば一律であっても良い。また、必ずしも等幅凹み７１が曲面形状を有する必要はない。
【０１２２】
　さらに、上述した実施の形態においては、誘導シャッタ６４に第２誘導通路３２と同様
の傾斜が設けられているようにした場合について述べた。本発明はこれに限らず誘導シャ
ッタ６４の形状に制限はなく、傾斜は必須ではない。
【０１２３】
　また、上述した実施の形態においては、開口部６３が開口部６２よりも下に位置する場
合について述べた。本発明はこれに限らず、開口部６２，６３の位置や形状に特に制限は
ない。例えば開口部６２，６３が第２誘導通路３２の延長線上に設けられても良く、開口
部６２，６３をずらして配置することもできる。また、開口部６２，６３を構成する壁部
などの形状に制限はなく自由に設計することができ、突部６６やテーパ部６７は必須では
ない。
【０１２４】
　さらに、上述した実施の形態においては、方向変換部８１が平行面８１ａ、傾斜面８１
ｂ、底面８１ｃ及び曲面８１ｄａ，８１ｄｂによって構成されるようにした場合について
述べた。本発明はこれに限らず、例えば全体として球の一部を切り取ったような球面状や
、自由曲面であっても良く、用は遊技球の角度を３０～６０°の範囲で変化できればよい
。また、曲面８１ｄｂは、遊技球の進行方向に対して上り傾斜する曲面形状の場合につい
て説明したが、必ずしも曲面形状とする必要はなく、上り傾斜する平面状の傾斜面により
形成しても良い。
【０１２５】
　また、上述した実施の形態においては、中継板８２が底面８１ｃに向かって下がる傾斜
を有するようにした場合について述べた。本発明はこれに限らず、かならずしも傾斜は必
須ではない。
【０１２６】
　また、上述した実施の形態においては、開口部３１へ進入した遊技球を検出する大入賞
スイッチ６１は、方向変換部８１の上流側に配置したが、大入賞スイッチ６１は、方向変
換部８１より下流側に配置しても良いし、分岐誘導通路３２Ａ，３２Ｂへの分岐部分より
下流側に配置しても良い。ただし、方向変換部８１においては、遊技球が減速される場合
があり、開口部３１へ進入した遊技球の数を一定量に制限するために、方向変換部８１よ
り上流側に大入賞スイッチ６１を配置することが好ましい。
【０１２７】
　また、上述した実施の形態においては、大当たり抽選に当選した場合に開放される大入
賞装置４３３の誘導通路３２に対して遊技球をスムーズに所望の部位に誘導可能な構成に
ついて説明したが、大入賞装置４３３に限らず、他の入賞装置の誘導通路に対して誘導傾
斜板３５や方向変換部８１等の誘導通路３２を形成する上記各構成を適用しても良いし、
誘導傾斜板３５及び方向変換部８１の一方側のみを適用する等、一部の構成のみを適用し
ても良い。
【０１２８】
　また、本発明を上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施しても良い。例え
ば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生
するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機として実施しても良い。また、
大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球が入賞することを必要条件として特別遊
技状態となるパチンコ機として実施しても良い。また、球が循環する封入式のパチンコ機
に実施しても良い。さらに、パチンコ機以外にも、アレンジボール型パチンコ、雀球等の
各種遊技機として実施するようにしても良い。
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【０１２９】
　〔上記の各実施の形態から抽出される発明群〕
　上記の実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等を示しな
がら説明する。なお、以下においては、理解を容易ならしめるために、上記の実施の形態
における構成との対応を括弧書きで適宜に示すが、括弧書きの構成に限定されるものでは
ない。
【０１３０】
　記述のように、従来の典型的な遊技機において、遊技球の進入を許容する進入許容状態
と遊技球の進入を阻止する進入阻止状態とをとる可変入賞装置（大入賞装置４３３に相当
）が備えられており、当該許容状態の変化は可変入賞装置の内部に設けられた進入規制部
材の配置変化によって実現されている。
【０１３１】
　このような遊技機としては、平板状の進入規制部材を遊技盤に平行に配置させて入賞口
を進入規制部材によって塞ぐ進入阻止配置と進入規制部材を進入阻止配置から水平回転軸
に対して回転させてその上端を前方に突出させた進入許容配置とを取り、上方から流下し
てくる遊技球を進入規制部材で受け止めて入賞口に誘導する構成や、前後方向に伸びる舌
片と当該舌片の前端に垂設された前板とを有する進入規制部材を遊技盤の奥方に配置させ
て入賞口を前板によって塞ぐ進入阻止配置と進入阻止配置から開閉部材を前方に移動させ
た進入許容配置とを取り、上方から流下してくる遊技球を進入規制部材で受け止めて入賞
口に誘導したり引き込んだりする構成（例えば、特許文献１参照）が挙げられる。
【０１３２】
　従来の典型的な遊技機の場合、上方から流下してくる遊技球が一旦入賞口に進入したに
も拘わらず、飛び跳ねて可変入賞装置から排出されてしまうという事態が発生してしまっ
ていた。
【０１３３】
　さらに、ユーザを飽きさせないために、複数の大入賞モードを準備しておき、対応する
複数の誘導通路を設け、相違する大入賞モードであることをユーザに視認させることが好
ましい。一方で、遊技球が大入賞用の誘導通路に誘導されたことをできる限りユーザに視
認させたいという要望がある。しかしながら、上下方向に２つ誘導通路を並べると、間に
緩衝機構を設置できないため、下側の誘導通路に対する遊技球の跳ね返りが大きくなり、
一旦誘導通路に進入した遊技球が不意に排出されてしまう場合が生じる。また、水平方向
に２つの誘導通路を並べた場合、勢いによって開口部を飛び越えることがあり、遊技球を
モードに応じた誘導通路へ確実に振り分けることが困難であった。
【０１３４】
　可変入賞装置（大入賞装置４３３）において、進入許容配置において遊技球の跳ね返り
による意図しない排出を防止する観点からは、以下の発明Ａ群を抽出でき、１つの誘導通
路（第２誘導通路３２）に誘導された遊技球を水平方向に並ぶ２つの分岐誘導通路（分岐
誘導通路３２Ａ，３２Ｂ）へ、サブモードに応じて別々に誘導するという観点からは以下
の発明Ｂ群及びＣ群を抽出できる。
【０１３５】
　＜発明Ａ群＞
　特徴Ａ１：
　上方向から落下する遊技媒体を通過させる開口部（開口部３１）と、前記遊技媒体の進
行方向へ向けて下がる傾斜を有する底面部（誘導受面３３）と、前記遊技媒体の進行方向
に沿って設けられた第１及び第２の壁部（前面被覆板１０及び等幅凹み７１）と、前記第
２の壁部から前記第１の壁部へ向かう方向を第１方向（前方向）、当該第１方向の反対を
第２方向（後方向）とするとき、前記開口部から落下する前記遊技媒体を前記第２方向へ
誘導する誘導部（誘導傾斜板３５）とを有し、前記第２の壁部は、前記開口部よりも第２
方向側に位置している、ことを特徴としている。
【０１３６】
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　ここで、一旦開口部に進入した遊技媒体が大きな跳ね返りにより排出されてしまう原因
は、以下の２つである。１つめは、底面に対してほぼ垂直に衝突し、大きく跳ねること。
２つめは、既に誘導通路内を進行している遊技媒体に衝突し、大きく跳ねること。
【０１３７】
　特徴Ａ１を有する遊技機であれば、流下する遊技媒体の跳ね返る方向を誘導部によって
散らすことができると共に、第２の壁部が開口部よりも第２方向側に位置するため、底面
に対して垂直方向に跳ねると第２の壁部の天井部分に衝突するため、開口部から排出され
てしまうことを防止することができる。また、誘導通路内の遊技媒体が第２方向側に誘導
されているため、遊技媒体同士が衝突しても上方向に大きく跳ねることがなく、遊技媒体
が開口部から排出されてしまうことを防止することができる。
【０１３８】
　特徴Ａ２：特徴Ａ１において、前記誘導部（誘導傾斜板３５）は、少なくとも一部（右
誘導傾斜板３５ａ）が底面部から遊技媒体の直径以下の位置に設けられている、ことを特
徴としている。
【０１３９】
　特徴Ａ２を有する遊技機であれば、誘導部から開口部までの距離が長いため、遊技媒体
が誘導部に衝突して跳ね返っても、遊技媒体が開口部まで到達できにくくなり、遊技媒体
が開口部から排出されてしまうことを防止することができる。
【０１４０】
　特徴Ａ３：特徴Ａ１又はＡ２において、前記誘導部（誘導傾斜板３５）は、前記第１の
壁部（前面被覆板１０）から第２方向（後方向）へ向けて下向きに傾斜する傾斜板である
、ことを特徴としている。
【０１４１】
　特徴Ａ３を有する遊技機であれば、開口部から流下する遊技媒体を後方向へ向けて良好
に誘導することができる。
【０１４２】
　特徴Ａ４：特徴Ａ１からＡ３のいずれかにおいて、前記誘導部（誘導傾斜板３５）は、
前記開口部（開口部３１）の幅から前記遊技媒体の幅を差分した差分値よりも大きい幅で
形成されている、ことを特徴としている。
【０１４３】
　特徴Ａ４を有する遊技機であれば、開口部から流下する遊技媒体を確実に誘導部に衝突
させることができる。
【０１４４】
　特徴Ａ５：特徴Ａ１からＡ４のいずれかにおいて、前記傾斜板（誘導傾斜板３５）は、
前記底面にほぼ平行に設置された第１の傾斜部（右誘導傾斜板３５ａ）と、前記開口部に
おける前記進行方向（左方向）端部近傍に設けられ、前記進行方向と逆の逆進方向へ向け
て傾斜する第２の傾斜部（左誘導傾斜板３５ｂ）とを有する、ことを特徴としている。
【０１４５】
　なお、上記において、「近傍」とは、遊技媒体の直径と同一程度の距離範囲を意味する
。
【０１４６】
　特徴Ａ５を有する遊技機であれば、開口部において遊技媒体同士の衝突が生じやすい進
行方向端部近傍に流下する遊技媒体を、より逆進方向へと誘導することができるため、遊
技媒体同士の衝突を減少させることができる。
【０１４７】
　特徴Ａ６：特徴Ａ１からＡ５のいずれかにおいて前記底面部は、前記開口部の逆進方向
（右方向）端部近傍から、進行方向（左方向）へ向けて、下流側の一部に比べて急峻に下
がる傾斜（誘導受面３４）を有する、ことを特徴とする。
【０１４８】
　特徴Ａ６を有する遊技機であれば、開口部逆進方向端部までの距離が長いため傾斜によ
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って跳ね返ることによる排出の恐れが小さく、誘導通路（第２誘導通路３２）の進行距離
の長い遊技媒体を速やかに進行方向へ向けて誘導できる。
【０１４９】
　特徴Ａ７：特徴Ａ１からＡ６のいずれかにおいて前記底面部は、前記開口部における前
記進行方向端部近傍において、前記逆進方向端部近傍よりも広い幅を有する、ことを特徴
とする。
【０１５０】
　特徴Ａ７を有する遊技機であれば、開口部において遊技媒体同士の衝突が生じやすい進
行方向端部近傍において、誘導通路内を進行する遊技媒体の逃げ場を形成することができ
、遊技媒体同士の衝突を減少させると共に、遊技媒体の中心同士の衝突を避けて衝突時の
跳ね返りを小さくできる。
【０１５１】
　なお、特徴Ａ７における底面部の構成に代えて、底面部を少なくとも一部とする遊技球
の誘導経路、又は、第１の壁部と第２の壁部との間隔は、開口部の下側であって遊技球の
進行方向下流側部分において上流側部分よりも広い幅を有する遊技機としても良く、この
場合でも、特徴Ａ７と同様の効果を奏する遊技機となる。
【０１５２】
　特徴Ａ８：特徴Ａ１からＡ７のいずれかにおいて前記底面部並びに前記第１及び第２の
壁部は、前記開口部における前記進行方向の端部よりも延長され、当該延長された部分に
おいて、遊技媒体を通過したことを検出する検出手段（大入賞スイッチ）が設けられ、前
記進行方向端部近傍において一旦広くなった底面部は、前記検出手段に向けて幅を狭くす
る、ことを特徴としている。
【０１５３】
　特徴Ａ８を有する遊技機であれば、遊技媒体同士の衝突確率を低減しつつ、遊技媒体を
検出手段へスムーズに誘導できる。
【０１５４】
　特徴Ａ９：特徴Ａ１からＡ８のいずれかにおいて前記第２の壁部は、下部及び上部のう
ち、少なくともいずれか一方が傾斜を有することを特徴としている。
【０１５５】
　特徴Ａ９を有する遊技機であれば、傾斜によって遊技媒体の跳ね返りの角度を調整し、
遊技媒体が開口部から排出されることを防止できる。
【０１５６】
　＜発明Ｂ群＞
　特徴Ｂ１：傾斜を有し進行方向へ向けて遊技媒体が進行する誘導通路（第２誘導通路３
２）と、前記誘導通路の後段（又は下流側若しくは遊技媒体の進行方向先端側）であって
、前記誘導通路の延長線上からずれた位置に設けられた第１の開口部（開口部６２）と、
前記第１の開口部の後段（又は下流側若しくは遊技媒体の進行方向先端側）に設けられた
第２の開口部（開口部６３）と、前記第１の開口部を開閉可能な可動式の開閉蓋部（誘導
シャッタ６４）と、前記誘導通路と前記第１の開口部との間に設けられ、前記遊技媒体の
方向を変化させる方向変換部（方向変換部８１）とを有することを特徴としている。
【０１５７】
　特徴Ｂ１を有する遊技機であれば、方向変換部によって方向を変化させることにより、
遊技媒体の速度を低下させることができるため、開閉蓋部が開状態のときには第１の開口
部に遊技媒体を誘導できる一方、開閉蓋部が閉状態のときには第２の開口部へ遊技媒体を
誘導できる。
【０１５８】
　なお、特徴Ｂ１における第１の開口部を開閉可能な可動式の開閉蓋部は、第１の開口部
内に遊技球を進入可能とする開状態と、第１の開口部内への遊技球の進入を不可とする閉
状態とを形成する動作部材であれば良く、閉状態において第１の開口部を完全に閉じる構
成に限定されるものでない。
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【０１５９】
　特徴Ｂ２：特徴Ｂ１において前記第１の開口部及び第２の開口部は、前記進行方向に対
して平行な方向に並べて配置されている、ことを特徴としている。
【０１６０】
　特徴Ｂ２を有する遊技機であれば、方向を変化させた遊技媒体の直線上に第２の開口部
がないため、遊技媒体が勢い余って一旦第１の開口部を飛び越えた場合であっても、第２
の開口部に到達するには壁部などに衝突して進路を変化させて再度第１の開口部上を通過
する際に再度遊技媒体を第１の開口部へ誘導できる。
【０１６１】
　特徴Ｂ３：特徴Ｂ１又はＢ２において前記方向変換部は、前記進行方向に対して略３０
～６０°傾斜する傾斜面を有する、ことを特徴としている。
【０１６２】
　特徴Ｂ３を有する遊技機であれば、進行方向の変化具合と、要するスペースとのバラン
スが良く、小さいスペースで第１の開口部へ確実に誘導する効果を得られる。
【０１６３】
　特徴Ｂ４：特徴Ｂ１からＢ３のいずれかにおいて前記方向変換部は、前記進行方向に平
行な平行面と、底面とを有し、前記傾斜面（傾斜面８１ｂ）、平行面（平行面８１ａ）及
び底面（底面８１ｃ）は、なだらかな曲面状に接続されている、ことを特徴としている。
特徴Ｂ４を有する遊技機であれば、なめらかに遊技媒体の方向を変化させることができる
と共に、接触面積を増大させて摩擦による速度低減効果を増大させることができる。
【０１６４】
　特徴Ｂ５：特徴Ｂ４において前記底面と接続され、前記底面に向かって僅かに下がる傾
斜が設けられた中継板を有する、ことを特徴としている。
【０１６５】
　特徴Ｂ５を有する遊技機であれば、変化後の遊技媒体の進行方向に対して僅かに上る傾
斜により、遊技媒体の速度を低減することができる。
【０１６６】
　特徴Ｂ６：特徴Ｂ４又はＢ５において前記底面（底面８１ｃ）は、前記誘導通路が有す
る傾斜と同様の傾斜を有する、ことを特徴としている。
【０１６７】
　特徴Ｂ６を有する遊技機であれば、誘導通路からの接続をなめらかにできる。
【０１６８】
　＜発明Ｃ群＞
　特徴Ｃ１：傾斜を有し進行方向へ向けて遊技媒体が進行する誘導通路（第２誘導通路３
２）と、前記誘導通路の後段に設けられた第１の開口部（開口部６２）と、前記第１の開
口部の後段に設けられた第２の開口部（開口部６３）と、前記第１の開口部を開閉可能な
可動式の開閉蓋部（誘導シャッタ６４）とを有し、前記第１の開口部は、前記誘導通路に
対して傾斜して設けられ、前記開閉蓋部は、前記進行方向へ向けて下がる傾斜が設けられ
ている、ことを特徴としている。
【０１６９】
　特徴Ｃ１を有する遊技機であれば、遊技媒体を第１の開口部へ誘導したいときには、開
閉蓋部を開状態にすると、誘導通路と第１の開口部との間に遊技媒体を迎えるような傾斜
が形成されるため、第１の開口部へ遊技媒体を誘導しやすくできる。一方、遊技媒体を第
２の開口部へ誘導したいときには、開閉蓋部が有する傾斜により、遊技媒体に対して開閉
蓋部上をスムーズに通過させて第２の開口部へ誘導することができる。
【０１７０】
　特徴Ｃ２：特徴Ｃ１において前記開閉蓋部は、前記誘導通路が有する傾斜とほぼ同一角
度の傾斜が設けられている、ことを特徴としている。
【０１７１】
　特徴Ｃ２を有する遊技機であれば、誘導通路と開閉蓋部の傾斜がほぼ同一なため、遊技
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媒体をスムーズに第２の開口部へ誘導することができる。
【０１７２】
　特徴Ｃ３：特徴Ｃ１又はＣ２において前記第２の開口部は、前記第１の開口部よりも下
方向に位置する、ことを特徴としている。
【０１７３】
　特徴Ｃ３を有する遊技機であれば、遊技媒体の勢いが小さい場合であっても、遊技媒体
を滞留させること無く第２の開口部へ誘導することができる。
【０１７４】
　特徴Ｃ４：特徴Ｃ１からＣ３のいずれかにおいて前記第１の開口部は、前記進行方向側
の縁に突部（突部６６）を有することを特徴としている。
【０１７５】
　特徴Ｃ４を有する遊技機であれば、進行方向である左下方向へ進む遊技媒体を突部に引
っ掛けさせて第１の開口部に誘導できる。
【０１７６】
　特徴Ｃ５：特徴Ｃ１からＣ４のいずれかにおいて前記第１及び第２の開口部を隔てる離
隔壁部（離隔壁部６８）上には、前記第１の開口部の縁に設けられた突部（突部６６）か
ら、第２の開口部に向かって下がるように傾斜（テーパ部６７）が設けられている、こと
を特徴としている。
【０１７７】
　特徴Ｃ５を有する遊技機であれば、第１の開口部が開状態のときには、進行方向である
左下方向へ進む遊技媒体を突部に引っ掛けさせて第１の開口部に誘導できる一方、第１の
開口部が閉状態のときには、遊技媒体の進行方向へ向けたなだらかな傾斜を形成して遊技
媒体を第２の開口部になめらかに誘導できる。
【０１７８】
　なお、特徴Ａ１～Ａ９、特徴Ｂ１～Ｂ６及び特徴Ｃ１～Ｃ５に記載の少なくとも１つの
特徴を他のいずれか又は複数の特徴に組み合わせて適用しても良い。以下には、上記した
各特徴を適用し得る遊技機の基本構成を示す。
【０１７９】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する発射操作手段と、その発射操作手段の操作に基づい
て遊技球を発射する遊技球発射手段と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く通
路部と、遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通
過部を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【産業上の利用可能性】
【０１８０】
　本発明は、弾性遊技機などの遊技機に適している。
【符号の説明】
【０１８１】
　１００　　：遊技機
　４００　　：遊技盤
　４３３　　：大入賞装置
　４４３　　：大入賞スイッチ
　１０　　　：前面被覆板
　３０　　　：誘導通路前面部材
　３１　　　：開口部
　３２　　　：第２誘導通路
　３２Ａ　　：分岐誘導通路
　３２Ｂ　　：分岐誘導通路
　３３　　　：誘導受面
　３５　　　：誘導傾斜板
　５０　　　：後方ブロック部材
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　５１　　　：誘導通路後面板
　５２　　　：開閉扉
　５４　　　：開閉シャッタ
　５９　　　：第１誘導通路
　６１　　　：大入賞スイッチ
　６２　　　：開口部
　６３　　　：開口部
　６４　　　：誘導シャッタ
　７０　　　：凹み部
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